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はじめに

災害対策基本法の一部が改正され、避難行動要

支援者の個別避難計画作成が市町村の努力義務に

なりました。災害時に甚大な被害を受ける高齢者

や障がい者に対する防災が、福祉職の協力により

進む年になると期待されているのだと思います。

私は別府市で約５年間、障がいのある方や高齢

者、福祉関係者、地域の自治会の方々と一緒に、

災害時に命と暮らしを守る仕組みづくりに取組ん

できました。そのなかで、個別避難計画の作成は

人と人、人と地域とをつなぐ取組みだと実感して

います。

災害時には、とてつもない苦しみや悲しみが私

たちに襲いかかってきます。そのことを日常から

想像し、防災の取組みを進めていくことが不可欠

です。私たちは、被災地の現実を出発点に取り組

みを始めました。そして障がい者等の声を聴きな

がら、個別支援計画づくりを進めます。福祉関係

者の協力や地域との調整会議、避難訓練、避難所

訓練も不可欠です。

防災の取組みは計画づくりにとどまりません。

命と暮らしを守ろうとすれば、地域の仕組みづく

りが必要になります。私たちの取組みもまだ進行

中ですが、個別避難計画を作成する過程で地域を

つないできた取組みを紹介させていただきます。

被災地の心痛む体験から

2004年に発災した「新潟県中越地震」で、見過

ごされている課題があることに気が付きました。

一つは、避難所にいない、行くことが出来ない人

たちの問題です。自閉症のお子さんを避難所に連

れていくことが出来ずに、車での避難生活を余儀

なくされていた母親が、エコノミークラス症候群

により尊い命を亡くしました。確かに、障がいの

ある人たちの姿を避難所で見ることはありません

でした。

非常に心の痛む経験もしました。避難所での

足湯活動は土曜日に行われました。子どもたち

は、学校が休みなので避難所を走り回っていまし

た。災害に見舞われて大変な状況で休んでいる高

齢者の枕元でもお構いなしです。少し静かに出来

ないのだろうかと、怪訝な気持ちでその様子を見

ていました。足湯の準備が終わり避難者にご案内

します。そうすると、元気に走り回っていた子供

たちが、どかどかと準備した椅子に座り、洗面器

に張ったお湯に足を入れ、その足でお湯をあたり

に飛ばし始めました。それをなだめながら私も他

の支援者と一人の男の子の前に座り、足湯を始め

ました。男の子に「何年生？」と尋ねると、小学

２年生だと言います。私が、「うちの娘と同じな

んだね」と答えたときから、急に男の子が静かに

なりました。足湯を一通り済ませ、次の方の準備
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を始めました。すると、先ほどの男の子が駆け寄っ

てきて明日も来るのかと尋ねます。「明日も来る

よ」と答えると、手を伸ばしてきて、「触って」

とスキンシップを求めてきました。被災地から戻

ると、娘は私の膝の上から離れようとはしません。

ずっと、抱き着いたままです。元気に見えていた

子ども達も我慢しているのだと思いました。被災

した両親は片付けや仕事に忙しく、また、将来へ

の不安も抱えているので、子ども達に構うことが

ほとんどできません。子ども達も、親の事情が分

かっているからこそ、元気に見せているのだと感

じました。自分と同じ小学２年生の子どもがいる

と言った瞬間、彼の中では私が母親と同化したの

だと思います。寂しい気持ちを押し殺して生活し

ているのだと思うと、やりきれない気持ちでいっ

ぱいになりました。

被災地では、壊れた建物や被災者を全体でとら

えて目の前の支援活動が展開されています。自閉

症のお子さんを持った家族や、我慢を強いられて

いる子ども達のことには、なかなか気づきませ

ん。そんな被災地での体験を繰り返すうちに、教

訓が引き継がれず、新しい被災地で同じ苦しみを

味わっていると感じました。そのため、災害時に、

特に障がい者や高齢者等の命と暮らしを守る取組

みと仕組みづくりを、日常から構築したいと思う

ようになりました。最終的には、高齢者や障がい

者だけでなく、子どもや外国人等も、地域の中で

命と暮らしが守られる仕組みづくりが必要です。

目的は命を守ること

2014年に障がい者を中心に活動する市民活動団

体と一緒に、障がいのある人たちが災害時に困る

ことを聞き取りました。2015年３月、仙台市の国

連防災世界会議で調査結果を報告します。障がい

がある人たちの防災が、初めて世界的な課題とし

て共有された重要な会議でしたが、その時に「国

立障害者リハビリテーションセンター研究所」が

作成している「自分でつくる安心防災帳」の存在

を知りました。安心防災帳は個別支援計画作成の

際に、災害に詳しくない福祉職が要配慮者にヒ

アリングするときの有効なツールになっていま

す。個別計画を記載する書式は、相談支援専門員

の方々が、日常の利用計画を参考にしながら作成

してくれました。偶然の出会いや、多くの方の知

恵と協働により、インクルーシブ防災がカタチに

なっていきます。

何を実現したいのかという障がい当事者を中

心に行われた、同志社大学の立木教授のワーク

ショップで、当事者自身が災害時に必要な事（災

害情報を知る・判断が出来る・福祉避難所を含め

て避難所を知る・避難（移動）出来るかどうか考

える・助けを求める術を知る・地域が応える）が

明らかになってきました。別府市は地域活動を支

える仕組みがほとんどありません。このままでは、

被災地の教訓が活かされず、大きな災害に見舞わ

れると甚大な被害を受けることは必然だと思いま

した。

個別支援計画の作成と地域の仕組みづくりとい

う具体的な課題を目標に掲げて取組みを進めるこ

とになりました。

個別避難計画作成の手順

障がい者の日常のケアプランを作成している相

談支援専門員のチカラを借りて、個別支援計画作

成の取組みを始めました。常に今の環境と人員で【避難所での足湯活動】
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最善は何かを考え、活動を模索しながら進める手

法は、被災地での支援の手法と同じです。

それらを意識しながら進めている、現在の個別

避難計画作成の手順をお伝えします。「⓪地域に

おけるハザード状況の確認」自分が住んでいる場

所は、どのような被害を受ける可能性があるの

か？それをもとに避難するべきかどうか確認する

必要があります。これは、災害の種類によって変

わってきますし、もし違う場所にいたら、災害時

の行動が変わってくるということを本人に理解し

てもらう必要があります。「①当事者力アセスメ

ント」ここで、“安心防災帳”を利用します。自

分の備えや、備えなければならないものを確認し

ます。必要なものは早めに準備してもらう必要が

ありますね。「②私のタイムライン作成」台風や

豪雨災害は天気予報によって事前に危険な日が予

測できます。気象庁が発表する警戒レベルの段階

に応じて自分が行う行動を事前にまとめておき、

レベル３の時点で避難できるように準備するプラ

ンです。「③地域力アセスメント」これは、地域

にあるさまざまな支援組織の確認だけでなく、企

業や事業所等の存在と活動を調べておきます。「④

災害時ケアプラン（地域のタイムライン）調整会

議」ここでは、本人と福祉職が地域にお手伝いし

て欲しい内容を伝えます。それに対して地域から

の質問や意見をもらい、支援内容を話し合うとと

もに、警戒レベルに合わせた地域のタイムライン

についても協議します。要配慮者に対して、地域

はどのようなアクションを、いつ起こすのかなど

も決めておきます。「⑤私と地域のタイムライン

を含むプラン案作成」では、これまでに話し合っ

た内容を整理してプラン案を作成します。「⑥要

配慮者によるプランの確認」プラン案の内容を確

認して確認書にサインを頂きます。この確認書は、

これまで確認したご自身の災害への備えや、地域

の人に支援してもらいたい内容の理解と、被害に

あう可能性のある災害の種類のほか、地域の方と

情報を共有する同意書にもなっています。「⑦プ

ラン検証・改善のための避難訓練」計画を訓練で

実践してみて、確実に避難移動できるのかどうか

検証します。この７段階が現在の災害時ケアプラ

ン（別府モデル）です。

【災害時ケアプラン（別府モデル）活動ステップ】
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要支援者と地域を結ぶ

当初は「高齢で多忙な自治委員や民生委員にこ

れ以上仕事を押しつけてもらっては困る」という

声もありました。それは地域の切実な声です。た

だこの中には、どのような支援を求められるのか

わからないから、漠然と厳しいのではないかと

思っている人がかなりいると思われました。実際

に、調整会議で具体的な支援の手法を協議してい

くと、さまざまな地域の知恵が出てきます。そし

て、このやり取りを体験した障がい当事者は、自

分の支援を一生懸命に考えてくれることに、驚き

と喜びを感じたのだと思います。「お互いに助け

合おうという気持ちが、ものすごく高い所かなと。

そんな地域に住んでいたんだとはじめて知りまし

た。」と感想を述べています。この計画作成の過

程で、丁寧なやり取りを行うことで、これまで交

流のなかった障がい者等と、地域住民との関係性

が作られていくと感じています。このこと抜きに、

計画だけ作成しても命と暮らしは守られないとい

うことを、個別避難計画作成に携わる方は理解し、

丁寧に進めて欲しいと思います。

避難所運営訓練での気づき

別府市では、個別避難計画だけでなく、避難所

運営訓練も行ってきました。ここでも大切なのは、

当事者と地域住民との調整会議です。避難所とな

りうる中学校で、要配慮者（保護者）が相談支援

専門員の進行で地域の方からの質問に答えながら、

話し合います。

まず、一歩進んだと思ったのは、避難訓練の時

には調整会議に参加できなかった知的障がいの娘

さんとお母さんが、避難所訓練での会議には、参

加してくださいました。私の憶測の範囲は超えま

せんが、避難訓練に参加した時の地域住民の態度

（積極的な声掛けや、気遣いなど）を受けて、地

域住民への信頼と安心を感じたからではないかと

思っています。この調整会議でも地域住民からい【地域との調整会議】

【地域と避難訓練】

【避難所調整会議】
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ろいろな質問を受けています。そのどれもが、何

とか娘さんの状況を理解し、一緒に避難生活を送

ることが出来ないかを模索する質問だったと思い

ます。最終的には、彼女やお母さんの安心や安全

を考えると、お母さんと一緒の個室を準備するの

が良いとの意見が出て、参加住民全員で納得した

と思います。訓練時には、受付後、すぐに別室へ

の誘導案内がありました

最近の被災地では、災害による直接死より、避

難先で亡くなる災害関連死の方が増えています。

避難先が、安心して安全に暮らせる場所ではない

からです。そのため、今回の災害対策基本法の一

部改正では、一般避難所にて生活することが厳し

いと思われる要配慮者は、施設や病院などに直接

避難が出来るようになりました。ただその際、事

前に避難先と双方で確認する必要があります。誰

でも勝手に行けるというものではありません。ま

た、昨年からはコロナ感染症の問題もあり、避難

先は事前に各々で安全な場所（友人宅や親戚宅な

ども）を確保して欲しいということになりました。

平時から仕組みづくりと人材づくりを

誰ひとり取り残さないインクルーシブ防災を進

めていく上では、事前にさまざまな仕組みづくり

を行う必要があります。その要は、要配慮者や地

域に寄り添い、地域の課題に対して一緒に取組む

人です。別府市では、インクルージョン・マネ

ジャー（別府市全体の統括）と呼んでいます。そ

の下に、地域包括支援センター圏域をサポートす

る人材（インクルージョン・エリアマネジャー）

の育成も必要になります。地域で活動するさまざ

まな人をつなぎ、地域資源を生かしながら、地域

の課題解決につなげる。その日常の活動をしっか

り行っている地域が災害に強いし、災害から立ち

上がることも早いということを、これまでの被災

地支援の経験から学んでいます。命と暮らしを守

るために、どのような取組と仕組みが必要なのか

は、地域事情により異なると思われますが、これ

までの災害で多くの命が失われている現実を重く

受け止め、行動に移さなければならないと思いま

す。

対象別ニーズキャッチ
別府市身体障害者協会・手をつなぐ育成会

脳性まひ親の会・オリオン・子ども支援など

エリア別ニーズキャッチ
自治会長（自治委員）・民生児童委員

・地区社協・福祉協力員・地元防災士

地域包括支援センター

居宅介護支援センター（高齢・介護）

相談支援事業所（障がい）

学校・授産・相談・支援

地域活動・見守り・相談・支援

平常時

発災（発災後、日常活動を変化させる）

７２時間（命を守る活動最優先）
７２時間～

（命を守りつつ、

生活支援へ）

安否確認・相談・支援

安否確認・相談・支援

社会福祉協議会・県内ボランティア

・県外ボランティア・被災地外防災士

地域巡回

包括支援センター（被災地外エリア担当）

生活支援相談員（交代）

片付け・引越し

など

被災地域（地域活動）

包括支援センター（被災地エリア担当）

別府市障がい者防災ネットワーク

こども関係 高齢者関

障害者関

外国人関

自治会関係

民生委員関係

自主防災組織

ボランティア

関係

ライフライン

関係

旅行者関係

医療関係 建物関係

法律関係

さまざまな問題…

情報共有（安否・被害・連絡・報告・案内など）

課題解決（連携内での解決・外へ繋ぎ解決）

福祉関係

各
々
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
集
団

市
内
外
支
援
者
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

保健関係
多
業
種
間
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

中部地域包括

支援センター

管内ネット

ワーク

鶴見台地域包

括支援セン

ター管内ネッ

トワーク

朝日地域包括

支援センター

管内ネット

ワーク

山の手地域包

括支援セン

ター管内ネッ

トワーク

北部地域包括

支援センター

管内ネット

ワーク

浜脇地域包括

支援センター

管内ネット

ワーク

青山・東山地

域包括支援セ

ンター管内

ネットワーク

別府市内

過不足の調整

相互応援調整

地
域
情
報
集
約
→
災
害
対
策
本
部

各種支援関係

【被災者支援総合相談窓口】 【支援図】

消防防災の科学


